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信 越 支 社 
 
 
 
 
弊社茅野支店（長野県茅野市、支店長 小松憲次）の元期間雇用社員が、配達すべき郵

便物を隠匿していたことから、8 月 16 日（木）、郵便法違反により、茅野警察署から長野

地方検察庁諏訪支部に書類送致されました。 
ご利用のお客さまに多大なご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。また、弊社に

対する信頼を損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。 
今後このような事件が発生しないよう、管内全社員に対する指導を徹底してまいります。 

 
 
１ 発生支店    支店名等  茅野支店 
          所 在 地  長野県茅野市宮川４４０４－８ 
 

２ 関 係 者   氏 名  矢島
や じ ま

 勝
しょう

治
じ

（６８歳） 

          所 属  郵便課 
 
３ 犯行期間    平成２３年１１月頃から平成２４年４月２６日（木）の間 
 
４ 通 数 等   郵便物 ５３２通 
 
５ お客さま対応  当該郵便物につきましては、差出人様にお詫びの上、事情を説明

し、差出人様のご意向に基づきお届けさせていただいております。 
 
６ その他     当該社員については、平成２４年５月２３日付で懲戒解雇してい

ます。 
 

以 上 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

郵便事業株式会社 

信越支社総務部（広報担当 佐藤・石田） 

電話：(直 通)０２６－２３１－２３０１ 

       (ＦＡＸ)０２６－２３７－２８３６ 

弊社 茅野支店元期間雇用社員による郵便物の隠匿 


